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○石狩市請負工事成績評定要領 

平成17年７月29日要領第30号 

改正 

平成28年３月22日要領第７号 

平成30年３月27日要領第８号 

令和２年２月18日要領第３号 

令和２年３月31日要領第９号 

令和３年３月31日要領第19号 

令和７年２月５日要領第３号 

令和７年２月10日要領第４号 

令和８年２月17月要領第 号 

石狩市請負工事成績評定要領 

（目的） 

第１条 この要領は、石狩市が発注する建設工事に関して行う請負工事成績の評定に必要な事項を

定め、厳正かつ的確な評定の実施を図り、もって請負業者の適正な選定及び指導育成に資するこ

とを目的とする。 

（通則） 

第２条 評定は、１件の設計金額が200万円を超える請負工事とし、正確な資料及び監督又は検査に

より確認した事実に基づき、現場の条件等を勘案の上、評定者ごとに独立して的確かつ公正に行

うものとする。 

（評定の種類） 

第３条 工事監督員及び工事監督員の上司は、請負人から完成届けの提出があったときは、監督結

果に基づき評定を行い、その結果を請負工事成績表（別記第１号様式）により契約担当者に提出

しなければならない。 

２ 検査職員は請負工事の実地検査を行ったときは、検査結果に基づき評定を行い、その結果を請

負工事成績表（別記第２号様式）により契約担当者に提出しなければならない。 

（評定方法） 

第４条 評定は、請負工事成績評定考査項目別採点基準運用表（別表第１）に定めるところにより、

各考査項目につきＡからＥまでのいずれかの評価をし、請負工事成績表により当該評価に対応す

る評価点を付して行うものとする。 
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（評定の特例） 

第５条 共同企業体が施行した場合における評定は、当該共同企業体の各構成員が、それぞれ単独

で施行したものとみなして行うものとする。 

２ 請負人の責めに帰すべき理由により契約を解除した場合、当該工事の成績は、評定の対象とし

ないものとする。 

３ 市の責めに帰すべき理由により契約を解除した場合は、当該解除の時点における工事の出来形

等について評定するものとする。ただし、引き渡しを受ける必要がある工事の出来形がない場合

は、この限りでない。 

（評定結果の通知） 

第６条 契約担当者は、第３条により提出のあった請負工事成績表について、細目別評定点（別記

第３号様式）により速やかに取りまとめ請負工事成績評定結果（別記第４号様式）により請負人

に通知するものとする。 

（評定の修正） 

第７条 契約担当者は、前条の規定により評定結果を通知した後、当該結果を修正する必要がある

と認めるときは、当該評定を修正し、その結果を修正通知（別記第５号様式）により請負人に通

知するものとする。 

（評定結果の説明） 

第８条 契約担当者は、第６条及び前条の評定結果を通知するときは、当該通知をした日の翌日か

ら起算して14日以内に書面により、評定内容について説明を求めることができる旨をあわせて通

知するものとする。 

２ 契約担当者は、請負人から前項の説明を求められたときは、速やかに関係課と審議の上、評定

結果説明書（別記第６号様式）により請負人に回答するものとする。 

（その他） 

第９条 この要領に定めるもののほか、評定の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。 

附 則 

この要領は、平成17年10月１日から施行する。 

附 則（平成28年３月22日要領第７号） 

この要領は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成30年３月27日要領第８号） 

この要領は、平成30年４月１日から施行する。 
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附 則（令和２年２月18日要領第３号） 

この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月31日要領第９号） 

この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月31日要領第19号） 

この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年２月５日要領第３号） 

この要領は、令和７年２月５日から施行する。 

附 則（令和７年２月10日要領第４号） 

この要領は、令和７年２月10日から施行する。 

附 則（令和８年２月17日要領第 号） 

この要領は、令和８年２月17日から施行する。 

 

 


